
事 務 連 絡  

令和６(2024)年１月 25 日  

    

 

 一 般 社 団 法 人 栃 木 県 薬 剤 師 会 

 一般社団法人栃木県病院薬剤師会 

 

栃木県保健福祉部薬務課薬事審査担当   

 

 

薬剤師確保に向けた「栃木県移住支援事業」の活用について 
 

 このことについて、県外からの医療従事者確保のため、別添のとおり、東京

23区在住又は東京圏から23区内へ通勤する薬剤師等が県内に移住し、マッチン

グサイト（WORK WORK とちぎ）に掲載中の移住支援金対象求人に就職した場合 

に移住支援金が支給されることとなりますので、貴会員に周知願います。 

 なお、問い合わせ先は、下記のとおりです。 

 

記 

 

 移住支援金対象法人・求人の要件について 

  栃木県産業労働観光部労働政策課 028-623-3224 

 移住支援事業について 

  栃木県産業労働観光部地域振興課 028-623-2236 

 移住支援金対象法人・求人の申請について 

  企業情報掲載サイト事務局 028-688-7979 
 
 
 
 
 

 

 御中 

薬 事 審 査 担 当  

TEL:028-623-3120 

FAX:028-623-3121 


